
議案第４９号 

米原市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

米原市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定することについて議

会の議決を求める。 

  

令和３年６月２日提出 

米 原 市 長  平 尾 道 雄 

  

  

提案理由 

令和４年４月１日から米原第２児童クラブを設置するため、この案を提出するものである。 



米原市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 

米原市放課後児童クラブ条例（平成17年米原市条例第104号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第２条第１項の表中 

「 

米原児童クラブ 米原市入江296番地 

」を 

「 

米原第１児童クラブ 米原市入江296番地 

米原第２児童クラブ 米原市入江307番地 

」に改める。 

 

付 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行

する。 

 (準備行為) 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の米原第１児童クラブおよび米原第

２児童クラブの利用に係る入会の手続および入会の許可その他この条例の施行に必要な準備

行為は、施行日前においても行うことができる。 

 



米原市放課後児童クラブ条例新旧対照表（改正理由） 

改正後 現 行 改正理由 

(名称および位置) (名称および位置)  

第２条 児童クラブの名称および位置は、次のとおりとする。 第２条 児童クラブの名称および位置は、次のとおりとする。  

児童クラブ名 位置 

柏原児童クラブ 米原市柏原2320番地 

山東児童クラブ 米原市志賀谷1907番地 

大原児童クラブ 米原市野一色1184番地 

伊吹児童クラブ 米原市春照37番地 

米原第１児童クラブ 米原市入江296番地 

米原第２児童クラブ 米原市入江307番地 

河南児童クラブ 米原市枝折77番地 

息長児童クラブ 米原市能登瀬1339番地 

坂田第１児童クラブ 米原市宇賀野273番地 

坂田第２児童クラブ 米原市顔戸1513番地 
 

児童クラブ名 位置 

柏原児童クラブ 米原市柏原2320番地 

山東児童クラブ 米原市志賀谷1907番地 

大原児童クラブ 米原市野一色1184番地 

伊吹児童クラブ 米原市春照37番地 

米原児童クラブ 

 

米原市入江296番地 

河南児童クラブ 米原市枝折77番地 

息長児童クラブ 米原市能登瀬1339番地 

坂田第１児童クラブ 米原市宇賀野273番地 

坂田第２児童クラブ 米原市顔戸1513番地 
 

 

 

 

 

 

・米原児童クラブの名称を変

更し、米原第２児童クラブ

を設置することに伴う改正 

２・３ 略 ２・３ 略 

 

 

 


